
2016．11 222016．1133

��������������������������������������������������������������������������������

統
計
で
み
る
児
童
虐
待

平平
成成
2277
年年
度度
のの
埼埼
玉玉
県県
内内
児児
童童
相相
談談
所所
でで
のの
虐虐
待待

相相
談談
のの
内内
容容
別別
件件
数数
はは
、、11
位位

心心
理理
的的
虐虐
待待（（
5533
・・

66
％％
））、、
22
位位

身身
体体
的的
虐虐
待待
（（
2244
・・
33
％％
））、、
33
位位

保保
護護
のの
怠怠
慢慢
・・
拒拒
否否
（（
2211
・・
11
％％
））、、
44
位位

性性
的的

虐虐
待待
（（
11
・・
00
％％
））
でで
しし
たた
。。（（
表表
ⒶⒶ
））

�
右
ペ
ー
ジ
①
４
倍
の
答
え

平平
成成
1177
年年
度度
（（
22
��
11
33
55
件件
））
とと
比比
較較
しし
たた
、、

平平
成成
2277
年年
度度
にに
おお
けけ
るる
県県
内内
児児
童童
相相
談談
所所
のの
児児
童童
虐虐

待待
通通
告告
受受
付付
件件
数数
（（
88
��
33
88
77
件件
））
でで
すす
。。（（
表表

ⒷⒷ
））

�
右
ペ
ー
ジ
②
２
位
隣
人
・
知
人
（
１７
・
２
％
）

の
答
え

平
成
27
年
度
に
県
内
児
童
相
談
所
に
寄
せ
ら
れ
た

虐
待
相
談
の
相
談
経
緯
は
、
警
察
等
（
51
・
1
％
）

に
次
い
で
近
隣
・
知
人
が
2
位
で
す
。
隣
人
・
知
人

の
虐
待
へ
の
関
心
が
、
虐
待
把
握
の
大
き
な
部
分
を

占
め
て
い
る
こ
と
を
示
し
ま
す
。（
表
Ⓒ
）

�
右
ペ
ー
ジ
③
母
が
５０
・
１
％
の
答
え

平
成
27
年
度
の
県
内
児
童
相
談
所
に
お
け
る
主
た

る
虐
待
者
は
、
実
母
が
50
・
1
％
と
最
も
多
く
、
次

い
で
実
父
が
38
・
5
％
と
な
っ
て
お
り
、両
者
で
88
・

6
％
を
占
め
て
い
ま
す
。（
表
Ⓓ
）

昨
今
、
小
さ
い
子
ど
も
か
ら
中
・
高

生
く
ら
い
ま
で
、
最
も
信
頼
し
て
い
る

は
ず
の
親
の
手
で
命
を
絶
た
れ
て
し
ま

う
と
い
う
、
な
ん
と
も
や
り
き
れ
な
い

ニ
ュ
ー
ス
を
見
た
り
読
ん
だ
り
す
る
機

会
が
増
え
て
い
ま
す
。

「
こ
れ
っ
て
虐
待
？
」「
も
し
か
し

て
、
隣
の
あ
の
子
は
虐
待
を
受
け
て
い

る
の
で
は
？
」
…
。

虐
待
は
特
別
な
家
庭
に
の
み
起
こ
る

問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
き
っ
か
け
は

育
児
不
安
、
ス
ト
レ
ス
、
孤
立
感
な
ど

か
ら
始
ま
る
こ
と
が
多
い
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
虐
待
を
受
け
た
子
ど
も

は
、
心
に
大
き
な
傷
を
残
す
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

連
絡
（
通
告
）
す
る
こ
と
は
、
問
題
を
抱
え
て
困
っ
て
い

る
家
庭
に
支
援
の
手
を
差
し
の
べ
、
子
ど
も
や
家
庭
を
救
う

こ
と
で
す
。
連
絡
（
通
告
）
に
よ
る
職
員
の
訪
問
は
、
支
援

の
き
っ
か
け
と
考
え
て
く
だ
さ
い
。

連
絡
は
匿
名
で
行
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
連
絡
者
や
連
絡

内
容
に
つ
い
て
は
漏
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
、

結
果
的
に
通
告
（
相
談
）
が
間
違
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
責

任
は
問
わ
れ
ま
せ
ん
。
連
絡
し
た
人
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

児
童
虐
待
の
発
生
防
止
に
は
、
子
ど
も
の
Ｓ
Ｏ
Ｓ
サ
イ
ン

を
い
か
に
発
見
で
き
る
か
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。

虐
待
で
苦
し
ん
で
い
る
人
へ

が
ま
ん
し
な
い
で
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

父
母
の
方
へ

た
と
え
ば
、
お
う
ち
で
…
…

子
育
て
に
疲
れ
た

子
ど
も
が
可
愛
く
な
い

し
つ
け
が
う
ま
く
い
か
ず
イ
ラ
イ
ラ
す
る

子
ど
も
を
た
た
い
て
し
ま
う

子
ど
も
に
暴
言
を
は
い
て
し
ま
う

地
域
の
皆
さ
ん
へ

た
と
え
ば
、
こ
ん
な
と
き
…
…

近
所
で
い
つ
も
子
ど
も
の
激
し
い
泣
き
声
が
聞
こ
え
る
。

家
の
中
か
ら
怒
鳴
り
声
が
聞
え
る
。

子
ど
も
に
不
自
然
な
傷
や
あ
ざ
が
見
ら
れ
る
。

連
絡
先
▼
こ
ど
も
支
援
課
�
７８６
―
３
２
１
１
、
児
童
相
談

所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル
�
１
８
９

【【県県内内児児童童相相談談所所ににおおけけるる虐虐待待通通告告受受付付件件数数のの推推移移】】‐‐表表ⒶⒶ
H27割合
（％）
21．2
23．7
32．7
14．8
7．6
100．0

計

1，782
1，992
2，739
1，238
636
8，387
100．0

心理的
虐待
1，140
1，171
1，403
533
248
4，495
53．6

性的虐待

1
9
15
30
27
82
1．0

保護の
怠慢・拒否

356
422
617
251
125
1，771
21．1

身体的
虐待
285
390
704
424
236
2，039
24．3

0～3未満
3～就学前
小 学 生
中 学 生
高 校 生 他

計
H27割合（％）

【【県県内内児児童童相相談談所所ににおおけけるる虐虐待待通通告告受受付付件件数数のの推推移移】】‐‐表表ⒷⒷ

【県内児童相談所における虐待相談の経路別件数の推移】‐表Ⓒ

【県内児童相談所における主な虐待者の推移】‐表Ⓓ

計

5，358

7，028

8，387

100．0

その他

436

499

608

7．2

学校

331

393

550

6．6

警察

2，124

3，411

4，284

51．1

児童
施設
29

42

48

0．6

医療
機関
156

150

216

2．6

保健所

20

6

5

0．1

児童
委員
16

18

19

0．2

福祉
事務所
461

476

513

6．1

児童
本人
45

42

44

0．5

近隣
知人
1，141

1，341

1，444

17．2

家族
親戚
599

650

656

7．8

25年度

26年度

27年度
H27割合
（％）

計

5，358
7，028
8，387
100．0

その他

348
456
470
5．6

実母以外の
母親
36
50
67
0．8

実母

2，931
3，375
4，200
50．1

実父以外の
父親
333
436
423
5．0

実父

1，710
2，711
3，227
38．5

25年度
26年度
27年度

H27割合（％）

あ
な
た
に
で
き
る
こ
と
…
…

児
童
虐
待
に
関
す
る
数
字
で
す
。
ど
ん
な
数
字
か
想
像

し
て
み
て
く
だ
さ
い
…
…

①
4
倍

②
2
位

隣
人
・
知
人（
17
・
2
％
）

③
母
が
50
・
1
％

※
答
え
は
次
の
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【児童虐待とは】
殴る、ける、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを
負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一
室に拘束する など
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る
又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、
自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連
れて行かない など
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、
子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう（ドメス
ティック・バイオレンス：DV） など

身体的虐待

性的虐待

保護の怠慢・
拒否

心理的虐待

育児って疲れる

下の子のほうが
かわいい

子どもがうざい

夫が子育てに
協力してくれない

お母さんには
黙ってろ

救救
ええ
るる
命命
がが
そそ
ここ
にに
ああ
るる

〜〜
１１１１
月月
はは
児児
童童
虐虐
待待
防防
止止
月月
間間
でで
すす

平
成
２８
年
度
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
標
語

「
さ
し
の
べ
て
あ
な
た
の
そ
の
手
い
ち
は
や
く
」

特集



2016．11 442016．1155

国
で
は
…

平平
成成
2266
年年
88
月月
かか
らら
、、
政政
府府
全全
体体
でで
効効

果果
的的
なな
対対
策策
にに
つつ
いい
てて
のの
検検
討討
をを
重重
ねね
、、

平平
成成
2277
年年
1122
月月
「「
スス
クク
スス
クク
ササ
ポポ
ーー
トト
・・

ププ
ロロ
ジジ
ェェ
クク
トト
」」（（
すす
べべ
てて
のの
子子
どど
もも
のの

安安
心心
とと
希希
望望
のの
実実
現現
ププ
ロロ
ジジ
ェェ
クク
トト
））
をを

決決
定定
しし
まま
しし
たた
。。

ささ
らら
にに
、、
平平
成成
2299
年年
44
月月
にに
、、
児児
童童
福福

祉祉
法法
なな
どど
のの
一一
部部
をを
改改
正正
すす
るる
法法
律律
をを
施施

行行
しし
、、
児児
童童
虐虐
待待
にに
つつ
いい
てて
発発
生生
予予
防防
かか

らら
自自
立立
支支
援援
まま
でで
一一
連連
のの
対対
策策
のの
更更
なな
るる

強強
化化
をを
図図
るる
とと
しし
てて
いい
まま
すす
。。

埼
玉
県
で
は
…

平
成
27
年
度
、
県
内
の
児
童
相
談
所
が

受
け
た
児
童
虐
待
通
告
件
数
が
8
�
3
8

7
件
と
、
児
童
虐
待
防
止
法
が
施
行
さ
れ

た
平
成
12
年
以
降
最
多
の
件
数
と
な
り
ま

し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
平
成
28
年
度
に
お
け
る

取
組
み
と
し
て
は
、
児
童
虐
待
防
止
啓
発

事
業
（
オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
）
を
実
施
す
る
な
ど
、
啓
発
を
推
進
し
、

さ
ら
に
児
童
相
談
所
の
体
制
を
強
化
す
る

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

市では、安心して子育てができ、赤ちゃんとママが健
康に過ごせるように、こんにちは赤ちゃん訪問事業を実
施しています。
訪問員は、赤ちゃんが誕生したすべてのご家庭（おお

むね４か月まで）に行き、育児の情報提供や相談、オケ
ちゃんバッグに入った育児情報をプレゼントしています。
ご不在の場合は、お手紙を入れさせていただき、次に

お会いできるようにしています。
生後４か月以降の育児相談も健康増進課でお受けして

いますので、気軽に相談してください。
�訪問にお邪魔しました

かな の

生後２か月の長女・奏乃ちゃんの訪問を受けた三井さ
んは「訪問は、１か月健診から４か月児健診までのちょ
うど中間の時期。いろいろ聞けるのでありがたいです。
子どもは３人目ですが、この訪問は初めて受けました。
地域の方の協力は助かります。」と話してくださいまし
た。

教育委員会では、小・中学校入学を控えた保護者を対象
とした「親の学習」講座を、就学時検診や学校説明会の
折に実施しています。埼玉県家庭教育アドバイザーを講
師に迎え、今までの子育てを振り返るとともに、今後の子
育てについて考えてもらう機会になればと考えています。
この講座は、家庭の教育力向上だけでなく、親同士の

交流や子育てネットワークの充実をねらいとしています。
子育ての不安や悩みを抱え込まないで、相談できる環境
づくりが児童虐待やDVの発生予防の一つになると考え
ています。
桶川の子どもたちが健やかに成長することを地域社会

全体で支え合う取組みを進めてまいります。

担
当
の
方
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

Ｑ
�
ど
の
よ
う
な
施
設
で
す
か
？

Ａ
�
昭
和
54
年
に
県
下
5
番
目
の
児

童
相
談
所
と
し
て
発
足
し
ま
し
た
。

子
ど
も
の
福
祉
に
関
す
る
様
々
な
相

談
に
応
じ
、
問
題
解
決
に
必
要
な
援

助
を
し
て
い
ま
す
。

Ｑ
�
様
々
な
ケ
ー
ス
に
対
応
さ
れ
て

い
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
な
か
で

感
じ
る
こ
と
な
ど
あ
り
ま
す
か
？

Ａ
�
子
育
て
は
と
て
も
大
変
で
す
。

助
け
て
ほ
し
い
と
思
っ
た
と
き
、
親

せ
き
・
知
り
合
い
・
公
共
サ
ー
ビ
ス

な
ど
を
利
用
し
、
と
に
か
く
早
く
助

け
を
求
め
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

「
子
育
て
」
を
「
孤
育
て
（
一
人
で

子
育
て
す
る
こ
と
）」
し
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。

Ｑ
�
近
所
で
虐
待
が
疑
わ
れ
る
家
庭

が
あ
っ
た
ら
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
で

す
か
？

Ａ
�
警
察
に
通
報
す
る
こ
と
も
予
防

の
第
一
歩
で
す
が
、「
子
育
て
っ
て

大
変
よ
ね
。」
な
ど
、
寛
容
な
言
葉

を
か
け
て
い
た
だ
く
だ
け
で
も
だ
い

ぶ
違
う
と
思
い
ま
す
。
地
域
全
体
で

子
育
て
を
応
援
し
て
も
ら
え
た
ら
い

い
で
す
ね
。

★QRコードからアクセスすること
ができます。
（市ホームページ内の「子育てメー
ル相談」からもアクセスできます）

★相談の返答は、こども支援課がメ
ール相談を受け付けしてから、おお
むね２日以内に行います。

※メールの受信拒否、ドメイン指定受
信、迷惑メール防止機能などを設定
している場合は、メール相談を送信
する前にドメイン指定解除などの設定をお願いします。
（返答アドレス：kodomo@city.okegawa.lg.jp）

面接や電話で相談希望の人は

こどもと家庭なんでも相談をご利用ください。
☎777－7708

相談日時�火・木曜日午前１０時～午後４時
場 所�駅前子育て支援センター
詳しくは�こども支援課

児童生徒の問題行動などの原因は、心の問題とともに、
家庭・友人関係・地域・学校などの児童生徒を取り巻く環
境にあると捉え、スクールソーシャルワーカーは、家庭・
学校・地域・関係機関の橋渡しを行い、包括的な支援を行
います。
市では、市内小・中学校からの相談や要請に応じ、学校

との連携を図りながら、支援を必要とする児童生徒が置か
れた様々な環境に働きかけるとともに、関係機関などとの
ネットワークを活用しながら問題の解決を図っています。
【主な業務】
○問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働きかけ
○関係機関などとのネットワークの構築、連携、調整
○学校におけるチーム体制の構築、支援
○保護者、教職員などに対する支援、相談、情報提供

里
親
制
度
を

ご
存
知
で
す
か
？

【
里
親
と
は
】

子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
に
は
、
家
庭

の
温
か
い
愛
情
と
理
解
が
必
要
で
す
。
し

か
し
、親
の
病
気
や
離
婚
、虐
待
な
ど
様
々

な
事
情
に
よ
り
自
分
の
家
庭
で
生
活
で
き

な
い
子
ど
も
た
ち
が
、
乳
児
院
や
児
童
養

護
施
設
な
ど
で
生
活
し
て
い
ま
す
。

里
親
と
は
、
こ
う
し
た
子
ど
も
た
ち
を

家
庭
に
迎
え
入
れ
、
一
時
的
ま
た
は
継
続

的
に
養
育
す
る
人
の
こ
と
で
す
。

【
里
親
に
な
る
に
は
】

一
定
の
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま

す
。
特
別
な
資
格
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
が
、

登
録
の
前
に
研
修
を
受
講
し
て
も
ら
い
ま

す
。里

親
入
門
講
座
を
開
催
し
ま
す

里
親
に
な
っ
て
子
ど
も
を
育
て
て
み
た

い
、
里
親
制
度
に
興
味
が
あ
る
人
の
た
め

に
里
親
入
門
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

内
容
▼
里
親
制
度
の
概
要
説
明
、
里
親

の
養
育
体
験
談
、
質
問
や
情
報
交
換
な
ど

と
き
▼
１１
月
１２
日
㈯
午
後
１
時
３０
分
〜

４
時と

こ
ろ
▼
北
本
市
文
化
セ
ン
タ
ー
第
２

研
修
室
（
北
本
市
本
町
１
―
２
―
１
）

申
込
み
・
問
合
せ
▼
１１
月
１０
日
㈭
ま
で

に
、
電
話
で
埼
玉
県
中
央
児
童
相
談
所

�
７７５
―
４
１
５
２
へ
。

相相談談窓窓口口のの紹紹介介
�こども支援課��７８６－３２１１

�児童相談所全国共通ダイヤル
（お近くの児童相談所につながります）

いちはや く

�１８９

�県中央児童相談所��７７５－４１５２

�子どもの人権110番�
�０１２０－００７－１１０（法務省）

�インターネット人権相談（総務省）

ああななたたのの子子育育ててをを支支援援ししまますす

かな の

三井幸子さんと奏乃ちゃん（末広在住）

おめでとうの気持ちを込めて…
ここんんににちちはは赤赤ちちゃゃんん訪訪問問事事業業

『いいつつででもも子子育育ててメメーールル相相談談』を
ご利用ください

～子育てにひとりで悩んだり、困ったりしたら
お気軽にご利用ください～

児童生徒を取り巻く環境の改善を図ります

ススススススススススススススススススススククククククククククククククククククククーーーーーーーーーーーーーーーーーーーールルルルルルルルルルルルルルルルルルルルソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
のののののののののののののののののののの配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置

インターネット人権相談 検索

子育てに不安や悩みを相談できる
環境づくりをしています

親親親親親親親親親親親親親親親親親ののののののののののののののののの学学学学学学学学学学学学学学学学学習習習習習習習習習習習習習習習習習事事事事事事事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業業業業業業業

埼埼
玉玉
県県
中中
央央
児児
童童
相相
談談
所所

〜
関
係
機
関
・
地
域
と
協
力
し
て

子
ど
も
・
家
庭
を
支
え
ま
す
〜

特特集集－－救救ええるる命命ががそそここににああるる～～１１１１月月はは児児童童虐虐待待防防止止月月間間でですす
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職員の分限および懲戒処分の状況（平成27年4月1日～平成28年3月31日）5

職員の服務の状況6

職員の研修の状況（平成27年4月1日～平成28年3月31日）7

職員の福祉および利益の保護の状況（平成27年4月1日～平成28年3月31日）8

埼玉県央広域公平委員会からの報告事項9

市では、市職員の給与や勤務条件の状況などを市民の皆さんに知っていただくために、人事行
政の運営状況をお知らせします。 詳しくは�職員課

⑴分限処分 8人

⑴職員の守るべき義務の概要
法令等および上司の職務上の命令に従う義務、信用
失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する
義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止、営利

企業等の従事制限
⑵営利企業等従事の許可状況
（平成27年4月1日～平成28年3月31日）
1件（区長） 56件（統計調査員）

職員研修の概要 延べ557人参加
①階層別研修 185人
内訳：新規採用職員研修（前期・後期）、中堅職員研

修Ⅰ（主事技師級研修）、中堅職員研修Ⅱ（意
識改革研修）、中堅職員研修Ⅲ（憲法）、主
査級研修、主幹級研修、課長級研修 ほか

②特別研修 261人
内訳：人事評価者研修、行政対象暴力研修、メンタ

ルヘルス研修、タイムマネジメント研修 ほか
③派遣研修 111人
内訳：自治大学校、彩の国人づくり広域連合、市町

村アカデミー、北足立北部共同研修会 ほか

⑴定期健康診断の実施状況 400人 ⑵公務災害等の発生状況 公務中 2件、通勤中 0件

⑴勤務条件に関する措置の要求の状況
平成27年度は、措置要求案件はありませんでした。

⑵不利益処分に関する不服申立ての状況
平成27年度は、不服申立て案件はありませんでした。

人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等ををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををを公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表

⑴新規採用の状況（平成28年4月1日現在）

任期付

10

5

1

0

0

4

0
※再任用・任期付については、平成28年4月1日に在籍している職員数です。

⑵退職の状況（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

合 計

25

1

そ の 他
任期満了
7

0

再任用

27

18

－

5

3

1

2

死亡退職
0

0

新規採用
採用人数

合計
15

12

－

2

－

1

－

失 職
0

0

女
3

2

－

0

－

1

－

懲戒免職
0

0

男
12

10

－

2

－

0

－

分限免職
0

0

受験
人数

91

79

－

5

－

7

－

普通退職
2

0

区 分

一 般 行 政 職

事 務 職 （ 一 般 ）

事務職（社会福祉士）

技 術 職 （ 土 木 ）

技 術 職 （ 建 築 ）

保 育 士

現 業 職

勧奨退職

0

0

定年退職

16

1

区 分

一般行政職

現 業 職

職員の任免および職員数に関する状況1

⑸職員数の状況（各年4月1日現在）
H28
439

H27
440

H26
436

H25
437

H24
433

H23
430

H22
430

H21
434

H20
435

H19
439

職 員 数

職員の給与の状況3

⑷職位別昇格者数（平成28年4月1日付）
主事級
24

主任級
14

主査級
5

主幹級
12

課長級
6

次長級
9

部長級
6

職 位
昇 格 者 数

⑶部門別職員数
（各年4月1日現在：地方公共団体定員管理調査から）

対前年
増 減

0
0
0
0
0

＋2
△3
0
0

△1
△2
△2
△3
0

＋2
＋2
△1

※地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく任期付職員については
除外しています。

職員数
H28
5
103
28
1
4
10
50
120
35
356
50
50
406
10
23
33
439

H27
5
103
28
1
4
8
53
120
35
357
52
52
409
10
21
31
440

部 門

議 会
総 務
税 務
労 働
農 水
商 工
土 木
民 生
衛 生

一般行政計 A
教 育

特別行政計 B
普通会計の計 C=A+B

下 水
その他

公営企業の計D
合計 C+D

⑴職員給与費の状況（平成28年度普通会計予算）
給 与 費

計

2，653，697千円

注1）職員手当には退職手当を含みません。
注2）給与費は当初予算に計上された額です。

期末・勤勉手当

635，239千円

職員手当

461，919千円

給料

1，556，539千円

職員数

438人

区分

28年度

⑵職員の平均給料月額および平均年齢の状況（平成28年4月1日現在）
一般行政職

平均年齢
38．3歳

平均給料月額
301，976円

⑶職員の初任給の状況（平成28年4月1日現在）
初任給
183，300
154，300
183，300
149，000
176，700
144，600

区 分
大学卒
高校卒
大学卒
高校卒
大学卒
高校卒

一般行政職

一般行政職

一般行政職

桶 川 市

埼 玉 県

国

⑷職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成28年4月1日現在）
経験年数

20年以上25年未満
374，835円
338，008円

経験年数
10年以上15年未満
286，146円
244，234円

区 分

大学卒
高校卒

一 般
行 政 職

⑸人件費の状況（平成27年度普通会計決算）

注）人件費には、特別職に支給される給料、
報酬などを含みます。

人件費比率（B/A）

16．7％

人件費B

3，749，192千円

実質収支

381，375千円

歳出額A

22，408，321千円

住民基本台帳人口
平成28年1月1日現在

75，071人

区 分

27年度

⑺職員手当の状況（平成28年4月1日現在）
地域手当

（支給率）
10％

（支給率）
10％

桶川市地域

住居手当（月額）

借家等居住者最高
27，000円まで
持家居住者
4，500円

借家等居住者最高
27，000円まで

扶養手当（月額）

配偶者 13，000円
配偶者以外 6，500円
満16～22歳までの子

5，000円加算

配偶者 13，000円
配偶者以外 6，500円
満16～22歳までの子

5，000円加算

退職手当
勧奨・定年
25．55625月分
34．5825月分
49．59 月分
49．59 月分
勧奨・定年
25．55625月分
34．5825月分
49．59 月分
49．59 月分

自己都合
20．445月分
29．145月分
41．325月分
49．59月分
自己都合
20．445月分
29．145月分
41．325月分
49．59月分

勤続年数
勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度
勤続年数
勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度

期末・勤勉手当

年間支給率4．2月分（2．2月分）
職制上の段階、職務等による加算措置
（ ）は、再任用短時間勤務職員に係
る支給割合

年間支給率4．2月分（2．2月分）
職制上の段階、職務等による加算措置
（ ）は、再任用短時間勤務職員に係
る支給割合

区分

桶
川
市

国

地域における民間の賃金水準や物価等の事情を考慮して支給する手当
交通機関利用者は運賃相当額、交通用具利用者は距離に応じて算出した額
著しく危険、不快な業務など、特殊な業務に従事する職員に対し
て支給する手当、清掃作業手当や行旅死亡人取扱手当など6種類
1時間当たりの算出方法

175
100

～
125
100

×
（給料月額＋地域手当）×12月
（1週間の勤務時間×52）－（祝日及び年
末年始の休日の日数×1日の勤務時間）

地 域 手 当
通 勤 手 当

特殊勤務手当

時間外手当

⑻特別職の報酬の状況（平成28年4月1日現在）
期末手当

年間3．65月分

年間3．90月分

給料月額等
912，000円
780，000円
437，000円
384，000円
358，000円

区 分
市 長
副市長
議 長
副議長
議 員

職員の勤務時間その他の勤務条件の状況4

⑴勤務時間の状況（平成28年4月1日現在）
勤務時間の割り振り

週休日
土・日曜日

休憩時間
60分

終業
17：15

始業
8：30

1週間の勤務時間

38時間45分

⑶育児休業等取得状況（平成27年4月1日～平成28年3月31日）
女
8
8

男
0
3

区 分
継 続
新 規

⑷時間外勤務の状況（平成27年4月1日～平成28年3月31日）
平均時間外勤務時間数

（1ヵ月）
12．1

時間外勤務
総時間数
50，203

対象職員数

346

⑵年次有給休暇の取得状況（平成27年4月1日～平成28年3月31日）
平均取得日数
8．8日

対象職員数
438人

総取得日数
3，834日

総付与日数
16，492日

⑹一般行政職の級別職員数の状況（平成28年4月1日現在）（標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です）

計

311
100％

※特定業務等従事任期付職員については除外しています。

8級
部長
9
2．9％

7級
次長
9
2．9％

6級
課長
31

10．0％

5級
主幹
14
4．5％

4級
主査
60

19．3％

3級
主任
68

21．9％

2級
主事・技師
102
32．7％

1級
主事補・技師補

18
5．8％

区分
標準的な職務内容
職員数
構成比

職員の人事評価の状況（平成27年度）2

内 容
【能力評価】平成27年1月1日～12月31日
【実績評価】平成27年4月1日～平成28年3月31日
【能力評価】平成28年1月1日・【実績評価】平成28年2月1日
特別職、他団体から派遣されている職員を除く全職員
【能力評価】職務遂行過程における能力の発揮状況
【実績評価】業務目標の達成度

区 分

評 価 期 間

評価基準日
評価対象者

評 価 項 目

2016．11 662016．1177
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配偶者等からの暴力（DV）、性犯罪、ストーカー行
為、セクハラなど女性に対する暴力は、女性の人権を
侵害するものであり、決して許される行為ではありま
せん。国・県・桶川市では、毎年さまざまな活動を行
い、女性に対する暴力防止に取り組んでいます。

ドメスティック・バイオレンス（DV）って？
DVとは、「夫婦や恋人など親密な関係にある人、
またはあった人からの暴力による支配」です。命に
も関わる暴力であり、重大な人権侵害です。これま
では、配偶者や恋人などパートナーからの暴力は、
「個人的な問題」として、見過ごされてきました。
そのため、一人で悩み苦しんでいる人やDVをされ
ていることに気がついてない人もいます。

女性の４人に１人が暴力を受けています
内閣府の調査では、女性は４人に１人、男性は６
人に１人が配偶者からの何らかの暴力を経験してお
り、DVはとても身近な問題です。
また、暴力をふるう加害者に一定のタイプはなく、
年齢、学歴、職業、社会的地位に関係がありません。
誰に対しても暴力的な人もいれば、人当たりが良く
て「え？まさか、あの人が！」と思われる人もいま
す。

ＤＶをなくそう！
１１月１２日～２５日は「女性に対する暴力をなくす運動」週間です

詳しくは�人権・男女共同参画課

暴力の種類
思い当たることはありませんか？これらはすべて
暴力です。

暴力の種類 具体的な事例

身体的暴力 殴る・ける・相手に物を投げる・外へ閉め
出す など

精神的暴力 大声で怒鳴る・無視する・他の人と交際を
禁止する など

性的暴力 望まない性行為の強要・避妊に協力しない
など

経済的暴力 必要な生活費を渡さない・家計の管理を独
占する など

※これらの暴力は重複したり、繰り返し行われるのが特徴です。

子どもの面前での暴力も児童虐待
子どもに直接暴力をふるわなくても、子どもの目
の前で配偶者などへ暴力をふるうことも児童虐待で
す。暴力のある環境で育つと、「自分の思い通りに
するために、暴力をふるってもいい」「相手の機嫌
が悪いのは、自分が悪いからだ」と考えるようにな
り、DVの加害者や被害者になってしまうことがあ
ります。

☆☆☆一人で悩まず相談を！☆☆☆
特設DV電話相談
１１月１４日㈪・１５日㈫・１６日㈬
DVの知識をもった職員が電話で相談に応じます。
秘密厳守ですので、安心して人権・男女共同参画課
�７８６－３２１１へ電話してください。
相談窓口
○人権・男女共同参画課 �７８６－３２１１
月～金曜日 ８：３０～１７：１５（祝日・年末年始を除く）
○埼玉県配偶者暴力相談支援センター �８６３－６０６０
月～土曜日 ９：３０～２０：３０
日曜・祝日 ９：３０～１７：００（年末年始を除く）
○With You さいたま（埼玉県男女共同参画推進センター）
�６００－３８００
月～土曜日 １０：００～２０：３０

（年末年始、祝日、第３木曜日を除く）
○上尾警察署生活安全課 �７７３－０１１０
※緊急の場合は迷わず１１０番

暴力のサイクル

加害者の機嫌が
悪くなり、ささ
いなことでイラ
イラします。

加害者は優しくなります。
暴力を謝罪し、二度と暴
力はしないと誓うなど、
暴力を後悔します。

加害者は怒りが
コントロールで
きず、激しい暴
力をふるいます。
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